
（参考）実効性確保策の記述の根拠

○社会資本整備重点計画法

　第四条第三項第三号

　　地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減

　その他社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置に関する事項

○これまでの計画での「実効性確保」関連項目の対応表

「計画の実効性を確保する方策」項目一覧
資料４－１

○これまでの計画での 実効性確保」関連項目の対応表

第１次計画 第３次計画（案）

第１章　社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施 第３章　社会資本整備の進め方の改革 第３章　実効性確保のための方策

（１）　社会資本の戦略的な維持管理・更新の推進と有効活用

５　既存の社会資本の有効活用、ソフト施策との連携 ①　戦略的な維持管理・更新の推進 ※全体に関わる前提的な事項であり、「プログラム」の一つとして記載

②　ICT等を活用した社会資本の高度化 ７　情報通信技術等を活用した社会資本整備事業の効率性の向上

（２）　社会資本整備事業の効率性の向上

１　事業評価の厳格な実施 ①　公共事業評価の厳格な実施 ２　多様な効果を勘案した公共事業評価の実施

２ 技術開発等を通じたコストの縮減 事業の迅速化 ② 公共事業コスト構造改善の推進 ※コスト縮減については各所に分割して記載

第２次（現行）計画

２　技術開発等を通じたコストの縮減・事業の迅速化 ②　公共事業コスト構造改善の推進 ※コスト縮減については各所に分割して記載

４　事業相互間の連携の確保 ③　事業間連携の推進 ※全体に関わる前提的な事項であり、「基本的な考え方」に記載

（３）　公共調達の改革と新しい建設生産システムの構築

６　公共工事の入札及び契約の適正化 ①　公共調達の改革 ４　公共工事の入札及び契約の適正化の推進

②　新しい建設生産システムの構築

３　地域住民等の理解と協力の確保 （４）　社会資本整備への多様な主体の参画と透明性・公平性の確保 ３　社会資本整備への多様な主体の参画と透明性・公正性の確保

（５）　価値の高い社会資本整備に向けた技術開発の推進 ６　効果的・効率的な社会資本整備のための技術研究開発の推進

７　民間資金・能力の活用 （６）　民間能力・資金の活用 １　官民連携による社会資本整備の推進

８　社会資本整備における新たな国と地方の関係の構築 （７）　国と地方の適切な役割分担による社会資本の整備

（地方分権改革への配慮事項のみ。具体的記述なし） 新 ５　社会資本整備の担い手である建設産業の再生や人材の確保

第４章 地方における社会資本整備 ８ 地方ブロックの社会資本の重点整備方針の策定第４章　地方における社会資本整備 ８　地方ブロックの社会資本の重点整備方針の策定

（地方ブロックの重点整備方針の策定　など）

新 ９　計画部会による重点計画のフォローアップ

主な修正ポイント 主な修正ポイント

・維持管理更新の重要性を踏まえ、従来「有効活用」の中に含まれていた ・維持更新や事業間連携は前提条件であり、前段で記述。

※青字は重点計画法において、具体的に示されている事項 　戦略的維持管理に関する項目を分離するとともに、冒頭に項立て。 ・官民連携推進の重要性の増大を踏まえ、冒頭に項立て。

※赤字は主な変更点 ・技術開発を、コスト縮減の一方策とするのではなく、単独で項立て。 ・担い手、人材確保について、新たに項立て。


